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�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
保
健
医
療
局
感
染
症
対
策
部
防
疫
課
）…
一

告

示

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
緑
地
景
観
課
）…
二

○
森
林
法
に
よ
る
地
域
森
林
計
画
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…
二

告

示
（
公
）

○
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

告

示
（
下
水
）

○
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す
べ
き
区
域
等
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

公

告

○
土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
送
達
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
三

規

則

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
一
年
東
京

都
規
則
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
の
三
中
「（

年
月
ご
ろ
）

」
を
「（

年
月
頃
）

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「為

」
を
「た

め

」
に
、

「

」
を

「

」
に
、

「あ
て

」
を
「宛

て

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
の
二
()表
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
の
三
()表
中

「

」
を
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「

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
十
三
号
様
式
の
三
、
第
十
四
号
様
式
の
二
及
び
第
十
四

号
様
式
の
三
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
五
年
東

京
都
告
示
第
九
百
六
十
六
号
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

葛
飾
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
八
・
三
・
二
十
一
号
柴
又
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
三
十
三
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
森
林

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
法
第
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

地
域
森
林
計
画
の
名
称

多
摩
地
域
森
林
計
画

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
及
び
東
京
都
森
林
事
務
所
保
全
課

告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
１７号

確
認
事
務
の
委
託
の
手
続
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１６年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２３号

）
第
８
条

の
規
定
に
よ
り
、
駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
の
で
、
同
規

則
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
８
年
１
月
２０日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

廣
瀨

道
明

記

１
講
習
の
実
施
日
時

講
義
令
和
８
年
６
月
２２日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
２３日

（
火
曜
日
）
の
２
日
間

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
１０分

ま
で

考
査
令
和
８
年
６
月
２９日

（
月
曜
日
）

午
前
１０時

か
ら
午
前
１１時

ま
で

２
講
習
の
実
施
場
所

有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
５
階
会
議
室

江
東
区
有
明
三
丁
目
７
番
２６号

３
講
習
予
定
人
員

７０名
（
予
定
人
員
に
な
り
次
第
締
め
切
る
。
）

４
申
込
手
続

⑴
受
付
期
間

令
和
８
年
４
月
２０日

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
２４日

（
金
曜
日
）
ま
で

⑵
受
付
時
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で
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⑶
受
付
場
所

都
内
各
警
察
署
交
通
課

⑷
申
込
書
類

駐
車
監
視
員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書

１
通
（
駐
車
監
視

員
資
格
者
講
習
受
講
申
込
書
は
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民

の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１７８号

）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
日
の
午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

の
間
に
お
い
て
、
都
内
各
警
察
署
交
通
課
に
お
い
て
配
布
す

る
。
）

⑸
受
講
手
数
料

２０,０００円
（
申
込
時
に
、
警
察
署
会
計
係
又
は
会
計
厚
生
係

に
お
い
て
納
入
す
る
こ
と
。
）

５
問
合
せ
先

警
視
庁
放
置
駐
車
対
策
セ
ン
タ
ー
企
画
運
用
係

電
話

０３（
３５８１）

４３２１
内
線

７８７０―５１２３

告

示
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
一
号

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
下
水
（
雨
水
）
を
排
除
及

び
処
理
す
べ
き
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
図
面
は
、
東
部
第
一
下
水
道
事
務
所
内
に
お
い
て
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

一

供
用
及
び
処
理
開

始
年
月
日

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

二

下
水
（
雨
水
）
を

別
表
の
と
お
り

排
除
及
び
処
理
す

べ
き
区
域

三

排
水
施
設
の
位
置

別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
地
先

四

分
流
式
又
は
合
流

式
の
別

分
流
式

五

終
末
処
理
場
の
位

置
及
び
名
称

江
東
区
新
砂
三
丁
目
九
番
一
号

砂
町
水
再
生
セ
ン
タ
ー

別
表区

名

町

名

街
区
符
号
又
は
地
番

全

部

告

示

区

域

江
東
区

豊
洲
二
丁
目

一
番
か
ら
五
番
ま
で

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
二
号

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
九
条
第
一
項

及
び
第
二
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
下
水
を
排
除
及
び
処
理
す

べ
き
区
域
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

な
お
、
図
面
は
、
東
部
第
一
下
水
道
事
務
所
内
に
お
い
て
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
日

東
京
都
下
水
道
局
長

藤

橋

知

一

一

供
用
及
び
処
理
開

始
年
月
日

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

二

下
水
を
排
除
及
び

処
理
す
べ
き
区
域

別
表
の
と
お
り

三

排
水
施
設
の
位
置

別
表
に
掲
げ
る
区
域
の
地
先

四

分
流
式
又
は
合
流

式
の
別

合
流
式

五

終
末
処
理
場
の
位

置
及
び
名
称

江
東
区
新
砂
三
丁
目
九
番
一
号

砂
町
水
再
生
セ
ン
タ
ー

別
表

区
名

町

名

街
区
符
号
又
は
地
番

全

部

告

示

区

域

江
東
区

豊
洲
二
丁
目

一
番
か
ら
五
番
ま
で

公

告

土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
送
達

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
２６年

政
令
第
３４２号

）
第
５
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
公
示
送
達
を
行
う
。

な
お
、
送
達
す
べ
き
書
類
は
、
当
委
員
会
事
務
局
審
理
課
に
保
管

し
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。
受
領
し
な
い

と
き
は
、
令
和
８
年
２
月
９
日
の
終
了
を
も
っ
て
そ
の
書
類
の
送
達

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

令
和
８
年
１
月
２０日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

記

１
事
件
名

令
和
６
年
第
３
号

市
道
２０７号

線
整
備
事
業
（
南
沢
通
り
・
東
京
都
東
久
留
米
市

南
沢
三
丁
目
地
内
か
ら
同
市
南
沢
二
丁
目
地
内
ま
で
）
の
た
め
の

土
地
収
用
事
件

２
送
達
す
べ
き
書
類

令
和
７
年
１２月

２５日
付
裁
決
書
の
正
本

３
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

住
所

不
明

氏
名

不
明

た
だ
し
、
亡
岸
克
巳
の
共
有
持
分
を
承
継
す
る
者

４
公
示
送
達
に
係
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番
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東
京
都
東
久
留
米
市
南
沢
二
丁
目
２８３番

４

５
公
示
送
達
に
係
る
掲
示
の
事
実

⑴
掲
示
さ
れ
て
い
る
場
所

東
京
都
庁
内
の
総
務
局
掲
示
板
（
第
一
本
庁
舎
１
階
南
側
）

⑵
掲
示
を
始
め
た
年
月
日

令
和
８
年
１
月
２０日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


